
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
二
十
八
号

令
和
六
年

七
月
二
十
二
日

月　曜　日

目

次

人
事
委
員
会

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
細
　
　
谷
　
　
憲
　
　
二

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同

項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
派
遣
さ
れ
て
行
う
関
係
行
政
機
関
等
と

の
災
害
応
急
対
策
に
係
る
連
絡
調
整
の
作
業

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
大
規
模
な
災
害
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る

災
害
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
百
三
十
円
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
前

項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
　
四
百
八
十
円

第
二
十
五
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
第
一
項
の
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
同
一
の
日
に
お
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
二
以
上
に
該
当
す
る
と

き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
）
と
す
る
。

一
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
作
業
に
相
当
す
る
作
業
が
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
　
前
項
に

定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

二
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
作
業
に
相
当
す
る
作
業
が
人
事
委
員
会
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
区
域
で
行
わ
れ
た
場

合
　
前
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

三
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
作
業
に
相
当
す
る
作
業
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
　
前
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の

五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

第
二
十
五
条
の
三
中
「
第
三
十
二
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
、
第
三
十
二
条
の
十

一
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
教
育
職
員
の
災
害
出
動
手
当
）

第
三
十
一
条
の
二
　
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
育
職
員

は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
教
育
職
員
と
す
る
。

一
　
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
派
遣
さ
れ
て
行
う
学
習
指
導
、
生
活
指

導
、
救
急
処
置
、
保
健
指
導
又
は
健
康
相
談

二
　
前
号
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作
業

2
　
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
殊
勤
務
手
当
（
次
項
、
次
条

及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
教
育
職
員
の
災
害
出
動
手
当
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
大
規
模
な
災
害
と
し
て
人
事
委
員

会
が
定
め
る
災
害
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
百
三
十
円
）
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
　
四
百
八
十
円

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
　
七
百
三
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

業
に
応
じ
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
の

教
育
職
員
の
災
害
出
動
手
当
の
額
は
、
前
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
額
と
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
以
外
の
特
定
大
規
模
災
害
に
係
る
教
育
職
員
の
災
害
出
動
手
当
の
特
例
）

第
三
十
一
条
の
三
　
教
育
職
員
が
、
特
定
大
規
模
災
害
に
対
処
す
る
た
め
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
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二

二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
作
業
に
相
当
す
る
作
業
が
人
事
委
員
会
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
区
域
で
行
わ
れ
た
場

合
　
前
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

三
　
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ

る
作
業
に
相
当
す
る
作
業
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
　
前
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の

五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

第
三
十
二
条
の
十
四
中
「
第
三
十
二
条
の
十
二
第
二
項
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る
」
を
「
第
三
十
二

条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
「
、
第
三
十
二
条
の
十
二
第
二

項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
に

応
じ
、
同
項
の
表
第
二
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
、
当
該
作
業
の
区
分
に
応
じ
同
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改

め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
」
の
下
に
「
、
教
育
職
員
の
災
害
出
動
手
当
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規

則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

作
業
に
引
き
続
き
五
日
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
以
上
従
事
し
た

場
合
の
教
育
職
員
の
災
害
出
動
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
条
第
二
項
に
定
め
る
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会

が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
十
二
第
一
項
中
「
危
険
な
事
象
に
お
け
る
山
岳
遭
難
等
の
救
助
若
し
く
は
捜
索
の
作

業
に
従
事
し
た
警
察
職
員
又
は
災
害
現
場
へ
出
動
し
た
」
を
「
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
危
険
な
事
象
に
お
け
る
山
岳
遭
難
等
の
救
助
又
は
捜
索
の
作
業

二
　
災
害
の
発
生
し
た
箇
所
又
は
山
火
事
の
発
生
し
た
箇
所
で
行
う
巡
回
監
視
又
は
応
急
作
業
で
あ

つ
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
作
業

三
　
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
派
遣
さ
れ
て
行
う
関
係
行
政
機
関
等
と

の
災
害
応
急
対
策
に
係
る
連
絡
調
整
の
作
業

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作
業

第
三
十
二
条
の
十
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
　
前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
大
規
模
な
災
害

と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
災
害
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
百
三
十
円
）

と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
　
千
円
（
特
に
危
険
な
作
業
に
あ
つ
て
は
、
二
千
円
）

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
　
作
業
の
種
類
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
額

イ
　
巡
回
監
視
　
四
百
八
十
円

ロ
　
応
急
作
業
　
七
百
三
十
円

三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
　
四
百
八
十
円

四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
　
七
百
三
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

業
に
応
じ
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

第
三
十
二
条
の
十
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
第
一
項
の
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
同
一
の
日
に
お
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
二
以
上
に
該
当
す
る
と

き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
）
と
す
る
。

一
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
作
業
に
相
当
す
る
作
業
が
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
　
前
項
に

定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額


